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大雪山国立公園の管理計画大雪山国立公園の管理計画
の基本的な考え方についての基本的な考え方について

議題議題 ２２

１

国立公園の保護と利用に資する施策・活動

国立公園の保護と利用を目的とするもの

管理計画の対象公園計画の位置づけ

国立公園の一般的な管理の概要

大雪山国立公園の管理の基本的な考え方（案）

大雪山国立公園の将来目標

公園区域における関係行政
機関の施策・取扱方針

資料2-2

２
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国立公園の管理とは？国立公園の管理とは？

●なぜ行うのか

●何を行うのか

●どのように行うのか

●誰がどこで行うのか

・風致景観の維持

・自然環境の保護・保全、影響緩和

・好ましい公園利用の推進 など

・行為規制

・普及啓発、情報提供

・施設の整備、保守点検 など

・許認可

・保護増殖、調査、整備等の事業実施

・協議会等を通じた合意形成 など

・環境省

・関係行政機関 （行政目的に応じた地域）

・民間事業者、研究者、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ組織 など３

● 世界自然遺産候補地・ラムサール条約湿地候補地としての資質を維持

● 山岳部の雄大で奥深い景観や山麓部の滝・湖沼等の景観を確保

● 山岳部では地域に応じた登山道管理と利用のあり方を確立

● 場所と季節に応じた適切な利用を促進

● 山麓部の各地に湧出する温泉を有効に活用

● 利用者への適切な情報の提供とマナー向上の促進により快適な利用

環境を確保

議題１ 大雪山国立公園の特性と将来目標

大雪山国立公園の将来目標

４
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大雪山国立公園内の
国有林域

大雪山国立公園区域

保護林

レクリエーションの森

上記以外の国有林

５

大雪山国立公園内の
道有林域

大雪山国立公園部分

資料提供 ：
上川南部森づくりセンター６
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大雪山国立公園内の天然記念物区域大雪山国立公園内の天然記念物区域

面 積 大雪山国立公園の約１割強が 「特別天然記念物」

（国立公園特別保護地区とほぼ同区域）

保護施策 ① 保存のための行為の規制

② 管理及び復旧 など

要許可行為 登山道整備

環境調査のための土石採取・植物採取等

地震計の設置

生息状況調査 など

７

国立公園の一般的な管理の概要

大雪山国立公園の管理の基本的な考え方
（案）

＜項目１～７＞

大雪山国立公園の将来目標

公園区域における関係行政
機関の施策・取扱方針

８
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項目１項目１ 風致景観の維持風致景観の維持

地域毎にふさわしい景観イメージを共有し、好まし地域毎にふさわしい景観イメージを共有し、好まし
くない看板や音楽放送等の対処方針を検討くない看板や音楽放送等の対処方針を検討

→→ 事業取扱方針・行為許可基準に適用事業取扱方針・行為許可基準に適用

関係者間でデザインや規格を統一する意見があ関係者間でデザインや規格を統一する意見があ
れば、国立公園の景観として望ましいものになるれば、国立公園の景観として望ましいものになる
よう合意形成よう合意形成

工作物の新設・撤去、植生改変等による景観変化工作物の新設・撤去、植生改変等による景観変化
をモニタリングをモニタリング

など

９

項目２項目２ 自然環境の保護・保全、影響緩和自然環境の保護・保全、影響緩和

保全の対象となる地形、動植物等を整理保全の対象となる地形、動植物等を整理

登山道へのペットの持込み等、利用の制限が必要登山道へのペットの持込み等、利用の制限が必要
と思われるものについて、合意形成を図りルールと思われるものについて、合意形成を図りルール
を策定を策定

保全対象や保全の必要性について、各種媒体を保全対象や保全の必要性について、各種媒体を
通じて情報を提供通じて情報を提供

自然公園法以外にも関連法制度を活用し適切に自然公園法以外にも関連法制度を活用し適切に
管理管理

など
１０
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項目３項目３ 自然環境の質の向上・再生・復元自然環境の質の向上・再生・復元

登山道の周辺等を中心にモニタリングを行い、自登山道の周辺等を中心にモニタリングを行い、自
然環境の質の劣化が認められるときには再生・復然環境の質の劣化が認められるときには再生・復
元の措置を検討元の措置を検討

開発跡地や法面等の緑化について、適切な工法開発跡地や法面等の緑化について、適切な工法
の紹介や外来種の侵入を最小限に抑える留意事の紹介や外来種の侵入を最小限に抑える留意事
項の整理を実施項の整理を実施

１１

項目４項目４ 好ましい公園利用の推進好ましい公園利用の推進

公園利用に必要な施設を順次整備公園利用に必要な施設を順次整備

自然学習や環境教育のフィールドとして活用自然学習や環境教育のフィールドとして活用

温泉地の特徴等を整理して好ましい利用の考え方温泉地の特徴等を整理して好ましい利用の考え方
を明記を明記

ヒグマの出没、高山植物の開花状況、登山道毎のヒグマの出没、高山植物の開花状況、登山道毎の
利用のあり方、山岳地のトイレの状況等について利用のあり方、山岳地のトイレの状況等について
情報を提供情報を提供

１２
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項目５項目５ 利用上の支障事項の排除・緩和利用上の支障事項の排除・緩和

自然環境への悪影響、公園来訪者への迷惑とな自然環境への悪影響、公園来訪者への迷惑とな
る利用に対し、関係者間の合意形成を踏まえて指る利用に対し、関係者間の合意形成を踏まえて指
導導

興味地点における美化清掃やトイレ対策を実施興味地点における美化清掃やトイレ対策を実施

利用者に遵守願う事項については、関係者間の利用者に遵守願う事項については、関係者間の
合意形成によりルール化合意形成によりルール化

１３

項目６項目６ 公園利用上の安全確保公園利用上の安全確保

定期的に施設の点検を行い、必要に応じ補修定期的に施設の点検を行い、必要に応じ補修

山岳地の遭難防止等のため、標識類など主要な山岳地の遭難防止等のため、標識類など主要な
公園施設について、デザインや規格を統一公園施設について、デザインや規格を統一

山岳事故の発生状況、発生原因など、安全確保山岳事故の発生状況、発生原因など、安全確保
につながる情報を提供につながる情報を提供

１４
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項目７項目７ 地域振興、住民の生活環境維持地域振興、住民の生活環境維持

国立公園に対する地域住民や民間事業者の理解国立公園に対する地域住民や民間事業者の理解
と協力を得るため、国立公園の仕組みや意義につと協力を得るため、国立公園の仕組みや意義につ
いて普及啓発いて普及啓発

以上の考え方に沿って、管理計画の記述内容
を具体化 （どの場所で／何を／どうするか）

１５


